
（４）

（４）の○又は●に該当することにより「無」とする書類については、本表の「申請者確認欄」の（※）欄に「提出を省略する

添付すれば足ります（２人目以降は不要です。）。

ていきます。

第 1 号

ⅲ　技能実習生の氏名

他　12　名

ⅳ　監理団体の名称

ⅴ　受験手続支援申請の有無及び有の場合、申請年月日　

１号

1

（４） 「留意事項」欄で 「 連名可 」 としている書類については、 申請内容が同じであれば 筆頭の技能実習生に係る技能実習計画にのみ

②書類の番号１～55

①本表

（5） 本表の書類番号３から９については副本の提出が必要です。申請書類の末尾にまとめて添付してください。

複数の技能実習計画について同時に申請いただく場合には、上記１に加え、以下について留意いただく必要があります。

（１） 筆頭の技能実習生に係る技能実習計画

（２） ２人目以降の技能実習生に係る技能実習計画

全く同じであれば2人目以降の申請書類への添付は不要です。その場合には、 本表の「ⅲ 技能実習生の氏名」欄に 「 別添「申請する

以下について技能実習計画（技能実習生）ごとにクリップ等で綴じた上で、書類番号１の名簿順に並べて提出をお願いします。

書類番号の１から55のうちで提出を要する全ての書類を番号順に並べ、本表を付して提出願います。

３．その他

第７面

第３面(D)

第４面

×

×

9

7

団体監理型

１．原則

申請書及び添付書類は、片面印刷のものに記載ください（ホチキスなし。）。

本表（書類の番号２）の１～55のうち提出を要する書類について、本表の番号順に並べ、先頭に本表を付して提出ください。

提出書類に付す本表については、「申請者確認欄」に書類の添付状況について、「有」又は「無」に○を付して添付ください。

「技能実習の区分（提出の要否）」欄の印の意味は以下のとおりです。

◎： 必ず提出が必要なもの。

○： 過去３年以内に他の技能実習計画に関し機構への申請又は届出により提出したものと内容に変更（経年による変更を除く。）

（１）

（２）

（３）

がない場合に提出が不要なもの。（入国管理局へ提出したものは含まない。）

がない場合に提出が不要なもの。（入国管理局へ提出したものは含まない。）

書類を添付した過去の技能実習計画認定申請書」を提出した日（申請日）又は申請番号（認定番号）を記載ください。

技能実習計画の対象となる技能実習生の名簿」 のとおり。」と記載願います。 （同 じ でない場合には当該者について は 添付願います。）

２．複数の技能実習計画について同時に申請する場合

●： 過去５年以内に同一の技能実習生に関し機構への申請又は届出により提出したものと内容に変更（経年による変更を除く。）

（３） （２）にかかわらず、①本表及び②書類の番号13の参考様式第1-22号、33号及び34号、③書類の番号2４以降については、内容が

た書類の提出が必要なものです（「省令様式」はその様式の使用が必須。）。
（「省令様式」はその様式の使用が必須。 。

△： 実習先（実習実施者）変更により新たな技能実習生を受け入れる場合に提出が必要なもの。

×： 提出が不要なもの。

※

※ 書式の欄の「参考様式」はその 様式の 使用は必須ではないが同様の内容を記載し

（１） 技能実習計画の認定基準に関し事業所管大臣が告示で定めた職種 （介護職種等）に係る認定申請である場合や、追加的に資料が必要

ⅰ　申請者名称又は氏名若しくは実習実施者届出番号 〇〇フーズ　株式会社

であると 認められる場合などには、本表に記載している資料以外の提出を求めることがあります。具体的な書類は別途、随時お示しし

　有（　　年　　月　　日）・無

技能実習の区分

留意事項（提出の要否）

２号
３号

R&Dソフトウエア協同組合

○をつける。 ※

申請者確認欄

必要な書類番号

NGUYEN BA TAM

別添「申請する技能実習計画の対象となる技能実習の名簿」のとおり。

ⅱ　申請する技能実習の区分　

書式

1
申請する技能実習計画の対象となる技能

◎ 有
実習生の名簿

2
技能実習計画認定申請に係る提出書類一

◎ 有
覧・確認表（本表）

無

無

◎

◎

複数人の技能実習計画を同時に申請する場合に提
出してください。

申請前に本表にて提出書類をご確認の上、申請書
類とともに提出してください。

（機構ＨＰに掲載）

（機構HPに掲載）

6 ◎ 有

5 入国後講習実施予定表 ◎ 有

第１面

無

無

8

無

無

・正副１部ずつ
　本書類については副本の提出が必要です。第１
面から第７面の提出を要する書類の正本（申請者
等の記名がされているもの）及びその副本をそれ
ぞれ綴じてください。
・副本については、申請書類の末尾にまとめて添
付してください。
・第2面「１申請者」に記載する法人の役員につ
いて、技能実習に関する業務の執行に直接的に関
与しない役員に関しては、「住所」欄の記載は不
要です。

有

◎

◎

3 技能実習計画認定申請書 ◎

4 ◎

有

有技能実習計画

無

無

◎

◎第２面

省令様式
第1号

実習実施予定表

有欠格事由非該当の誓約 ◎ ◎ 無

実習実施予定表（２年目） ×

実習実施予定表（１年目） × 有第５面

第６面

団体監理型技能実習

技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表



１号

団体監理型技能実習生と取次送出機関と

の間の技能実習に係る契約書の写し

前段階の技能実習計画において目標とし

て定めた技能検定又は技能実習評価試験

の合格又は一部合格を証する書類の写し

2

有◎
機構による受検手続の支援に係る同意書を提出し
た技能実習生の場合、合格を証する書類の提出は
不要です。

－ 無

書式

①参考様式第1-28号
②参考様式第1-33号、

証明書
③参考様式第1-22号、

1-34号

※

申請者確認欄

団体監理型

○をつける。
番号

次の①～③のうちいずれかの資料
①外国の所属機関による証明書（団体
監理型技能実習）
②教育機関の概要書、外国の公的機関
若しくは教育機関又は外国の公私の機
関が実施した場合は、技能実習生が履
修した科目について当該実施機関が証
明する文書
③技能実習を行わせる理由書、訓練実
施予定表

留意事項必要な書類

技能実習の区分

２号
３号

（提出の要否）

◎

有

参考様式第1-21号

技能実習生の申告書

●

有

◎

×

有

有

有

参考様式第1-10号

参考様式第1-14号

参考様式第1-16号

参考様式第1-19号

（A・D）

参考様式第1-19号

（B・C・E・F）

参考様式第1-20号

◎

◎

◎

有 無

有

証明内容について、別途添付資料を要する場合が
あります。
※連名可

無

無

無有

有

無

無

無

●

●

◎

無

無

・別紙を用いて複数の技能実習生の推薦状をまと
めて発行することは（も）可能です。
※連名可

無

参考様式第1-2号 無10

11
技能実習生の旅券その他の身分を証する

◎ ◎

申請者の誓約書

－

※連名可
・労災保険の暫定任意適用事業に該当する場合に
ついては、以下の書類を提出してください
（※）。
（労災保険に加入する場合）　労働保険番号が付
与された保険関係成立届（事業主控）の写し（年
度更新における領収証書又は通帳の写し等でも
可）

（民間の任意保険に加入する場合）
　民間の任意保険への加入が確認できる契約書等
の書類

※新たに労働保険の適用事業となる場合又は民間
保険に加入する場合、入国後講習修了後1ヶ月以
内に提出してください。

身分事項が確認できる箇所の写し。
※在留カードの交付を受けている場合は、
その写しを必ず提出してください。書類の写し

◎ ◎

12

技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費
用についての説明書

15

16

×

◎

◎

17
技能実習の期間中の待遇に関する重要事
項説明書

※連名可

※連名可
※第2号及び第３号申請の場合、「２．宿泊施
設」については、過去3年以内に他の技能実習計
画に関し機構への申請又は届出により提出したも
のと内容に変更（経年による変更を除く。）がな
い場合の記載は不要です。ただし、実習先（実習
実施者）変更により新たな技能実習生を受け入れ
る場合には記載が必要です。

13

14
関の誓約書

技能実習計画の認定に関する取次送出機

雇用契約書及び雇用条件書の写し

技能実習生の履歴書 参考様式第1-3号

有

有

有

無

無

（①の場合）
技能実習生が本国を出国する時点で所属している
勤務先がある場合に提出してください。※参考様
式第1-22号、第1-33号、第1-34号について
は、複数実習生について申請書類の内容が同じで
あれば1部のみの提出で可。※参考様式第１－２
８号については、連名可

無有

20 ◎

◎

様式自由 ◎

参考様式第1-23号

参考様式第1-27号

●

23 ｘ

22

21 ◎
同種業務従事経験等証明書（団体監理型
技能実習）

●

●

19

有

18

技能実習の準備に関し本国で支払った費

用の明細書

技能実習生の推薦状

●◎

●

◎



１号

技能実習責任者の常勤性が確認できる書

（健康保険等の被保険者証などの写し）

技能実習指導員の常勤性が確認できる書

（健康保険等の被保険者証などの写し）

3

－

参考様式第1-4号

－

参考様式第1-4号

－

参考様式第1-5号

技能実習指導員の履歴書

○

36
技能実習指導員の就任承諾書及び誓約
書
の写し

○

35 ○ ○

同上
※健康保険等の被保険者証の被保険者等記号・番
号等をマスキングの上提出してください。

34 ○

33

30

31 技能実習責任者の履歴書

○参考様式第1-5号

【申請者が個人事業主の場合】
直近２年度の納税申告書の写し

有

【申請者が法人の場合】
登記事項証明書

・複数の法人が共同で技能実習を行わせる場合に
は、各法人ごとに１枚ずつ提出してください。
・発行日から３月以内のものを提出してくださ
い。

直近の事業年度で債務超過がある場合は、中小企
業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を
有すると認められる公的資格を有する第三者が改
善の見通しについて評価を行った書類も提出して
ください。

有

○ 有

○
税務署の受付印があるものを提出してく

32

○

類

技能実習責任者の就任承諾書及び誓約
書
の写し

－

－

－

－

無24 申請者の概要書 ◎

団体監理型

必要な書類

技能実習の区分

留意事項

申請者確認欄

○をつける。 ※

○以下は、複数の技能実習計画を同時に申請する場合であって、それぞれの内容が全く同じときには、2人目以降の申請書類への添付は不要です（その場
合、本表上の「ⅲ　技能実習生の氏名」欄に「別添「申請する技能実習計画の対象となる技能実習生の名簿」のとおり。」と記載願います）。

◎
複数の法人が共同で技能実習を実施する場合に
は，法人ごとに1部ずつ作成してください。

書式番号

ださい（電子申告の場合を除く。）。○

※技能実習指導員、生活指導員と兼任の場合には
合わせて一部の提出で差し支えありません。

○

○

無

有 無

・役員全員分の提出が必要です（技能実習に関す
る業務の執行に直接的に関与しない役員に関して
は、住民票の写しに代えて、誓約書（技能実習に
関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令
に定められている欠格事由に該当する者ではない
旨について申請者が確認し、誓約したもの。参考
様式第1-36号参照。）の提出でも可。）。
・マイナンバーの記載がないもの。
・日本人の場合は、本籍の記載があるもの。
・外国人（特別永住者を除く）の場合は、国籍
等、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日及
び在留カード番号の記載があるもの。
・特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特
別永住者証明書番号の記載があるもの。
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない
未成年者である役員については、当該役員及びそ
の法定代理人の住民票の写し。
・発行日から３月以内のものを提出してくださ
い。

・マイナンバーの記載がないもの。
・日本人の場合は、本籍の記載があるもの。
・外国人（特別永住者を除く）の場合は、国籍
等、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日及
び在留カード番号の記載があるもの。
・特別永住者の場合は、特別永住者である旨、特
別永住者証明書番号の記載があるもの。
・発行日から３月以内のものを提出してくださ
い。

有

無

無

無

無有

有 無

有 無

無類

○

○29

（提出の要否）

25

27

26
【申請者が法人の場合】
直近２事業年度の貸借対照表の写し

〇

○

○

○

〇
【申請者が法人の場合】
直近２事業年度の損益計算書又は収支
計算書の写し

２号
３号

参考様式第1-1号 有

○

28

【申請者が法人の場合】
役員の住民票の写し（役所から交付さ
れるものが「住民票の写し」ですの
で、改めてコピーを取るのではなく、
役所から交付されたものを提出してく
ださい）

○

○

※技能実習指導員、生活指導員と兼任の場合には
合わせて一部の提出で差し支えありません。

有

同上
※健康保険等の被保険者証の被保険者等記号・番
号等をマスキングの上提出してください。

有

【申請者が個人事業主の場合】
申請者の住民票の写し

○

※技能実習責任者、生活指導員と兼任の場合には
合わせて一部の提出で差し支えありません。

有 無

○ 有

無

無
※技能実習責任者、生活指導員と兼任の場合には
合わせて一部の提出で差し支えありません。



１号

生活指導員の常勤性が確認できる書類

（健康保険等の被保険者証などの写し）

係を有することを証する書類

技能実習計画における業務内容、使用す

る素材・材料、機械設備、製品等の例な

ど、技能実習の内容を明らかにする資料

として、写真付きの工程表（フロー

チャート）

4

様式自由

－

有

有 無

書式

参考様式第1-4号

－

参考様式第1-5号

参考様式第1-22号

様式自由

様式自由

団体監理型

番号

有 無

有

規則第３条第2号の適用を受けようとする場合に
提出してください。

様式自由

同上 有 無

複数の法人（申請者）が事業上密接な関

理由書

○

43 ○

（取引先、提携先等が分かる書類の写し、業
務提携契約書の写し、会社パンフレットな
ど）

○

複数の法人が共同で技能実習生を受け
入れる理由書

○

有 無

○外国の準備機関がある場合

所属機関（勤務先）以外に技能実習の準備に関与
する機関（入国前講習の実施機関、手続の代行機
関）がある場合に提出してください。

●49 外国の準備機関の概要書及び誓約書 ◎参考様式第1-13号

有 無

有

48 ○
移行対象職種・作業ではない場合に提出してくだ
さい。

○移行対象職種・作業以外である場合

◎

×

再度同じ段階の技能実習を行う理由書 様式自由

様式自由

無

無

有

複数の法人が申請者となり共同で技能実習を行わ
せようとする場合に提出してください。
※規則第3条第１号の適用を受けようとする場
合。

○中断した技能実習を再開する場合

◎

・技能実習生の病気・怪我（労災を含む。）、技
能実習生の家族の都合や、自身の妊娠・出産等に
より、一旦、技能実習の実施が困難となり、帰国
した後などに、改めて技能実習の再開を希望する
場合に提出してください。
・技能実習生自身が職務怠慢により欠勤していた
など、技能実習を継続する意思や能力を欠くこと
に起因した中断については、再開は認められませ
ん。

○再度同じ段階の技能実習を行おうとする場合

45 ○ 同上 有 無

無

44 ◎

参考様式第1-26号

◎

以下に該当する場合に提出してください。
・過去に技能実習を修了した者が、再び、同じ業
種かつ同じ段階の技能実習を行うとする技能実習
計画認定申請を行う場合。
・規則第16条第4項第1号、2号及び3号に該当
する技能実習生に係る技能実習計画認定申請を行
う場合。

47

複数の法人が共同で技能実習生を受け
入れる理由書

42 ◎ ○

技能実習を行わせる理由書

２号
３号

【以下は、特定の事由に該当する場合に提出を要する書類です。】

無

○複数の法人による共同実施の場合（親会社と子会社又は同一の親会社をもつ複数の法人（親会社と子会社等）の場合）

◎
技能実習を中断した理由及び再開する
に至った経緯等を記載した理由書

46

○複数の法人による共同実施の場合（親会社と子会社等以外で密接な関係を有するとする場合）

必要な書類
※

37 生活指導員の履歴書 ○

（提出の要否）

※技能実習責任者、技能実習指導員と兼任の場合
には合わせて一部の提出で差し支えありません。

39 ○
※技能実習責任者、技能実習指導員と兼任の場合
には合わせて一部の提出で差し支えありません。

有 無

○
同上
※健康保険等の被保険者証の被保険者等記号・番
号等をマスキングの上提出してください。

有 無

41
監理団体と実習実施者の間の実習監理
に係る契約書又はこれに代わる書類の
写し

○○

生活指導員の就任承諾書及び誓約書
の写し

○

38

有●△◎ 無

技能実習の区分

留意事項

申請者確認欄

○をつける。

○

・契約書に代わる書類として、監理団体（組合）
と実習実施者（組合員）との関係を規定している
書類（監理団体（組合）が定めた技能実習に関す
る事業に係る規約と、当該規約に実習実施者が組
合員として服することが分かる書類）を提出する
ことが可能です。

40

○



１号

技能実習生に対し、外国で1月以上かつ160時間
以上の入国前講習を実施し、入国後講習の時間数
を第1号技能実習の合計時間数の12分の１とす
る場合に提出してください。

参考様式第１ｰ39号

サンプルを機構HPに掲載

参考様式第1-29号

様式自由

55 ◎
審査基準に記載のない業務を関連・周辺業務とし
て行わせる場合に提出してください。

52
入国前講習が過去６月以内に行
われていない理由を記載した書
類（特例）

有 無●△理由書

様式自由 ×

入国後講習を「第１号技能実習の総時間数の２４
分の１以上」に短縮する場合（※）に提出してく
ださい。
※要件を満たす入国前講習を実施する場合に「第
１号技能実習の総時間数の１２分の１以上」とす
る入国後講習の時間数については、「外国人の技
能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令」（令和３
年２月26日施行）により、新型コロナウイルス
感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ない
と認める場合であって、技能実習生が本邦外にお
いて、「４５日以上の期間かつ２４０時間以上」
の課程を有し、座学により実施される講習を受け
ているときは、「第１号技能実習の総時間数の２
４分の１」に短縮することが認められます。
本特例措置は、改正省令の施行の際にすでに申請
がなされ、審査が行われている技能実習計画につ
いても適用対象となります。本措置の終期につい
ては、感染拡大や本邦の防疫措置の状況を踏まえ
て検討し、一定の周知期間を設けた上でお知らせ
します。

有 無

参考様式第1-30号

参考様式第１ｰ38号

有 無

○入国後講習を第１号技能実習の総時間数の２４分の１以上に短縮する場合（特例）

53
オンラインでの入国後講習が実施でき
ない理由を記載した書類（特例）

◎

複数の職種及び作業に係る技能実習を
行わせる理由書

◎ 有 無54

委任状★ 有 無

複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせる場
合に提出してください。

・申請者又は認定の申請に係る担当者（省令様式
第1号第２面備考欄に記載のある者）以外の方に
申請書の提出や申請結果の通知等の受領を委任す
る場合に提出してください。
・審査の過程において、直接申請者に問い合わせ
を行う場合もあります。

○その他の資料等

★
技能実習生の個人情報の取扱いに係る
同意書

○審査基準に記載のない業務を関連・周辺業務として行わせる場合

有 無

・雇用保険制度における失業等給付に係る事務に
おいて、外国人技能実習機構から実習実施者の所
在地を所管する都道府県労働局及び公共職業安定
所に個人情報を提供することに同意する場合に提
出してください。

優良要件適合申告書（実習実施者）50 ◎

◎ ×

入国前講習が過去６月以内に行われていない場合
（※）に提出してください。
※「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習
生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する
省令」（令和３年２月26日施行）により、新型
コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮し
てやむを得ないと認める場合には、令和元年８月
１日以降に技能実習生が受講する講習が入国前講
習として認められます。
本特例措置は、改正省令の施行日から令和３年７
月31日までの間になされた技能実習計画の認定
の申請について適用されます。また、改正省令の
施行の際にすでに申請がなされ、審査が行われて
いる技能実習計画についても適用対象となりま
す。

○複数の職種及び作業に係る技能実習を行わせようとする場合

●△

○入国前講習を実施する場合

×51 入国前講習実施（予定）表 ◎ 有 無

◎

・第３号技能実習を行わせようとする場合又は規
則第16条第2項（人数枠の拡大）の適用を受け
ようとする場合に提出してください。
・別途、項目に応じて、提出が求められている資
料（※）があります。
※新配点を採用する場合は、
ⅰ各技能実習生の氏名、国籍・地域、性別、生年
月日、受入れ年月日及び実習先変更時の技能実習
計画認定番号をまとめた一覧表（様式自由）（実
習先変更により複数の技能実習生を受け入れた場
合）
ⅱ実習先変更支援サイトの登録画面の写しを添付
してください。

有 無

※○をつける。

申請者確認欄

○第３号技能実習の場合又は優良要件を満たすとして人数枠を拡大しようとする場合

２号
３号

書式

参考様式第1-24号

団体監理型

番号 必要な書類

技能実習の区分

留意事項（提出の要否）



5



１号

省令様式第７号

・郵送による申請の場合は、申請受理票を郵送し
ますので、申請受理票の送付先（申請者、担当者
等）を明記した封筒に84円分の切手を貼付して
ください。

・申請結果の通知を郵送で希望する場合は、送付
先（申請者、担当者等）を明記した封筒に申請件
数に応じた簡易書留郵便料金分の切手を貼付した
ものを提出してください。
・当該封筒の提出がなかった場合は、申請を行っ
た機構地方事務所・支所へお越しいただいた上
で、結果を通知することとなります。
・申請件数に応じた郵便料金は、「郵便料金の目
安」(パンフレット「技能実習計画の認定申請手
続」参照）をご確認ください。レターパックプラ
スの場合、重量4kg以内で料金は520円です。

・手数料は、技能実習計画認定1件（技能実習生
１名）につき３，９００円です。申請件数に応じ
た適正な金額を事前に当機構口座にお振込みくだ
さい。
・払込証明書等は、台紙に貼付の上、申請者名等
を記載してください。

書式

長型３号封筒
※８４円分の切手を貼付

角形２号又は1号封筒に申請
件数に応じた郵便料金分の

切手を貼付
レターパックプラス（赤

色）でも可

手数料払込申告書
（台紙）

（機構HPに掲載）
有 無◎手数料の払込みを証する書類☆

有 無★ 返信用封筒（結果の通知送付用）　１枚

返信用封筒（申請受理票送付用）　１枚★

団体監理型

番号 必要な書類

有 無

技能実習の区分

留意事項

申請者確認欄

（提出の要否）
○をつける。 ※２号

３号

実習実施者届出書 有 無

・技能実習計画の認定を受けた後、技能実習を開
始したときには、遅滞なく、地方事務所・支所の
認定課に必ず提出してください。
・技能実習計画の認定を受けて技能実習を行わせ
る都度ではなく、実習実施者において初めて技能
実習計画の認定を受けて技能実習を開始したとき
のみ、届出を行うことで差し支えありません。

○技能実習計画の認定を受けた後、技能実習を開始したときに提出する書類（本申請での添付は不要です。）


